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議  事  録 

 

議 長   ただいまより、令和５年４月定例農業委員会を開会させていただきます。 

まず、はじめに、携帯電話につきまして、会議中電源をお切りになるかマナー

モードにしていただくようお願いいたします。 

なお、この会議は農業委員会等に関する法律第３２条に「総会は公開する」旨

規定されておりますので、傍聴の希望があれば原則入室の許可をするものといた

します。 

 

事務局   傍聴者はおりません。 

なお本日の委員会は、農業委員定数１４名中１４名の委員さんが出席とのこと

で、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、定足数に達してお

りますので、本日の議事は成立していることをご報告申し上げます。  

また、推進委員は６名の委員さん全員が出席されておりますので、併せてご報

告申し上げます。 

 

議 長   本日、ご審議をしていただく案件は１件、ご報告申し上げます案件は５件とな

っております。 

署名委員ですが、増田委員さんと小西委員さんです。 

最後まで、よろしくお願い申し上げます。 

それでは議案第１号の１番案件を議題とします。まず、事務局から議案の朗読

をお願いします。 

 

事務局   議案第１号 農用地利用集積計画の作成について 

次のとおり、河内長野市長より農用地利用集積計画の作成について諮問があっ

たので、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき委員会の意見を

求める。 

 

 令和５年４月９日提出  河内長野市農業委員会会長  垣内 俊夫 

  

１番案件 朗読 

 

なお、本件については、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の許可要件のすべてを満たしていると考えます。  

以上でございます。 
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農林課     議案第１号の１番案件につきまして、ご説明申し上げます。  

 

   今回、利用集積計画の作成を申し出た借り手、貸し手及び対象  

農地については議案書のとおりでございます。  

本件につきましては、借り手である●●氏と貸し手である●●氏  

との間で、令和２年に設定された利用権について、その契約の更新  

を行うために申請されたものであり、今回で３回目の更新となりま  

す。  

借り手である●●氏につきましては、平成１８年度に第１回目の農

業研修講座を修了され、平成２２年度には農用地利用集積支援制度を

活用して当該農地を借り受けました。  

現在は当該農地において、にんじん、さつまいも、じゃがいも、  

キャベツ、ほうれん草などといった作物を栽培し、あすかてくるで  

     河内長野店等の直売所を中心に出荷しておられます。  

農薬や化学肥料の低減にも取り組まれており、当該農地で生産し  

た作物は大阪エコ農産物の認証を受けています。  

今後も引き続き大阪エコ農産物に取り組み、安全安心な農産物を  

生産していきたいとのことであります。  

一方、貸し手の●●氏は高齢のため農地の日常管理が難しいという

ことで、当該農地を引き続き●●氏に任せたいという意向を持ってお

ります。  

当該利用権設定により遊休農地の削減、当地区の農業振興並びに  

景観の保全についても有効な手段であると判断し、申請を受理し本諮

問に至った次第でございます。  

以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますよう  

よろしくお願い致します。  

 

地区委員  それでは、議案第１号１番案件について、ご説明させていただきます。 

当該地は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●です。 

●●さんは長年にわたり栽培を続けておられ、野菜を中心にじゃがいも、ニ

ンジン、キャベツなどを作られています。 

農地も整然と管理されており、早朝から夕方まで熱心に栽培に取り組まれてい

て、安心して農地を任せられる方だと思います。 

以上ご審議よろしくお願いします。 
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議 長   ただいま、農林課と地区委員から説明がありました。皆さんからのご意見、ご

質問を求めます。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については承認としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、承認することと決しまし

た。 

 

議 長   これで審議案件の１件は終了しましたので、報告案件に入りたいと思います。 

本日、ご報告申し上げます案件は、５件でございます。ご質問ご意見につきまし

ては、報告案件終了後に承りたいと存じます。事務局から議案の朗読、その後地

元委員さんからの報告をお願いします。 

では、報告第１号１番案件の朗読をお願いします。 

 

事務局   報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書について 

次のとおり、農地転用の届出を受理したので、委員会に報告する。 

 

 令和５年４月９日提出   河内長野市農業委員会会長  垣内 俊夫 

 

      １番案件 朗読 

 

   なお、本件につきましては、市街化区域内にあることから、農地法第４条第１

項第８号により届出を出されたものであり、本届出については、「農地法関係事務

処理にかかる処理基準」第６の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しない

ため、本件受理については、問題ありません。 

 

地区委員  それでは報告第１号１番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

現地確認は３月７日に行いました。 

当該地は●●●●●の周囲を住宅に囲まれた農地で、申請土地の２面は住居、

１面は駐車場、１面は水路に接しております。この土地に３階建ての共同住宅を  

     建てるものであります。排水状況については既設の設備を利用するため問題あり  

ません。また、水利組合の承諾書も取っておられ、近隣への工事等説明会も実施  

されているとのことであります。 

 周囲はほとんどが住宅地であり、農地としての継続は難しい状況であり、また  
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近隣への説明等も実施済であることから当案件につきましては問題ないものと思

われます。以上でございます。 

 

議 長   次、報告第１号２番案件の朗読をお願いします。 

 

２番案件 朗読 

 

   なお、本件につきましては、市街化区域内にあることから、農地法第４条第１

項第８号により届出を出されたものであり、本届出については、「農地法関係事務

処理にかかる処理基準」第６の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しない

ため、本件受理については、問題ありません。 

 

地区委員  それでは報告第１号２番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

現地確認は３月２３日に行いました。 

周囲に影響のある農地はなく、また水利組合の承諾書も取っており、地目変更  

をし、事務所付き倉庫を建設することに問題はないと思われます。以上でござい

ます。 

 

議 長   次、報告第２号１番案件の朗読をお願いします。 

 

 

事務局   報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書について  

次のとおり、農地を転用するための権利設定及び所有権移転の届出を受理した

ので、委員会に報告する。 

 

 令和５年４月１０日提出   河内長野市農業委員会会長  垣内 俊夫 

 

      １番案件 朗読 

 

   なお、本件につきましては、市街化区域内にあることから、農地法第５条第１

項第７号により届出を出されたものであり、本届出については、「農地法関係事務

処理にかかる処理基準」第６の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しない

ため、本件受理については、問題ありません。 

 

地区委員  それでは報告第２号１番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

現地確認は令和５年３月７日、状況は代理人に電話にて聞き取りをいたしまし

た。当該地は先ほどの報告で説明しました場所の駐車場を挟んで向かい側に位置

しております周囲を住宅に囲まれた農地で、３筆が一体となっており、申請土地
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の２面は住居、１面は駐車場、１面は水路に接しております。この土地に戸建て

分譲住宅３区画を予定するものであります。排水状況については既設の設備を利

用するため問題ありませんし、また、水利組合の承諾書も取っております。  

近隣への工事等説明会は権利取得後実施するとのことであります。  

周囲はほとんどが住宅地であり、農地としての継続は難しい状況であります。 

土地の権利取得後は工事前に近隣への説明会を確実に実施するよう伝えており  

ます。当案件につきましては問題ないものと思われます。以上でございます。  

 

議 長   次、報告第２号２番案件の朗読をお願いします。 

 

事務局   ２番案件 朗読 

 

   なお、本件につきましては、市街化区域内にあることから、農地法第５条第１

項第７号により届出を出されたものであり、本届出については、「農地法関係事務

処理にかかる処理基準」第６の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しない

ため、本件受理については、問題ありません。 

 

地区委員  それでは報告第２号２番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

３月１３日に現地確認を、３月１８日に代理人の●●●氏と現地立会を行い

ました。現地は農業用小屋が建っており、敷地内はみかん、柿、ネギ等が栽培さ

れて残りの部分も畝立てされていました。今回は●●●●●●●●●●●●

さんへ使用貸借により戸建て住居を建てるというもので、周囲の農地には承諾を

取り影響のないよう施工するとのことで問題はないと思います。以上でございま

す。 

 

議 長   次、報告第２号３番案件の朗読をお願いします。 

 

事務局   ３番案件 朗読 

 

   なお、本件につきましては、市街化区域内にあることから、農地法第５条第１

項第７号により届出を出されたものであり、本届出については、「農地法関係事務

処理にかかる処理基準」第６の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しない

ため、本件受理については、問題ありません。 

 

地区委員  それでは報告第２号３番案件につきまして、ご説明申し上げます。 

３月２１日に譲受人の●●さんと譲渡人の●●さんとで現地立会を行いまし

た。現地は周囲が住宅で農地は１０年以上耕作しておらず、草が生えている状態

でした。農地は資材置場と進入路が狭いため、車の進入ができず、駐輪場として
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利用するとのことです。周囲に農地はなく、資材置場、駐輪場にすることについ

ては問題ないと思われます。以上でございます。 

 

議 長   以上、報告案件５件、地元委員さんからご報告をいただきました。皆さんのご

質問、ご意見を求めます。 

 

委 員   報告第２号３番案件について、資材置場、駐輪場ということですが、騒音、      

埃は近隣に影響はないのか。なぜ駐輪場なのか。 

 

地区委員  現地で住民対象に説明会は開いているとのことで、問題ないと思われます。 

また、農地の東側に道路はありますが道路との間に別の敷地があり、１ｍ位の

段差があるため、そこを通って車の通行ができないため、北側から進入し、駐輪

場として利用するとのことです。 

 

委 員   いつも思うのだが、報告案件の場所について、地区委員はわかっていると思う

のだが、他の委員は場所がわかりにくい。報告案件も地図をつけるべきではない

のか。 

 

事務局   報告案件というのは受付すると通常はそのまま内容で変更することはありませ 

んので、委員会で審議するものではないため、地図は添付しておりません。  

     しかし、地図のご要望が多いようでしたら検討はさせていただきます。  

       

委 員   委員の意見も様々のようであるので、次回幹事会で対応を検討してもらうで 

     よいのではないか。 

 

事務局   次回の幹事会で対応を検討させていただきます。 

 

議 長   その他ご意見がないようでしたら、以上をもちまして、本日の審議案件と報告

案件を終了させていただきます。 
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議事録作成者 ●● ●●● 

 

河内長野市農業委員会に関する規程第１８条第３項の規定によりここに署名する。 

 

議  長 垣 内 俊 夫  

署名委員 増 田 勝 紀  

署名委員 小 西 康 之  

 

 

 

 

 

 

協 議 会 

 

協議事項 

 

① ５月定例農業委員会について 

開催日  令和５年５月９日（火）午後１時３０分から  

場 所  行政委員会室 

      

② 大阪農業時報第８４７号について 

 

③ 農業委員会だより第１４０号について 

 

④ 活動記録カードについて 

 

⑤ 生産緑地の斡旋協力について 

 

⑥ その他 
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令和５年４月定例農業委員会出欠状況 

 

【農業委員１４名・推進委員６名】 

番号 氏  名 委 員 ・ 役 職 名 出欠状況 備  考 

１ 峯芝 謙次 農業委員・副会長 出席  

２ 峯垣外 薫 推進委員 出席  

３ 増田 勝紀 農業委員・幹事・企画編集委員 出席 議事録署名委員 

４ 小西 康之 農業委員・幹事・企画編集委員 出席 議事録署名委員 

５ 藪本 源悟 推進委員 出席  

６ 新谷 直美 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

７ 谷口 耕一 推進委員 出席  

８ 西  定彦 農業委員 出席  

９ 垣内 俊夫 農業委員・会長 出席 議長 

１０ 北谷 清一 推進委員 出席  

１１ 田中 一郎 農業委員 出席 
 

１２ 前田 一郎 農業委員 出席 
 

１３ 泰中 利郎 推進委員・幹事・企画編集委員 出席  

１４ 宗野 敏雄 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１５ 松浦 孝次 農業委員 出席  

１６ 池西 一郎 推進委員 出席  

１７ 小澤  勝 農業委員 出席  

１８ 村田 洋三 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１９ 中野  毅 農業委員 出席  

２０ 比嘉 一美 農業委員 出席  

 


